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事業譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年 9 月 7 日開催の取締役会において、以下のとおり、2020 年 10 月 1 日をもって、SB パ

ワー株式会社に対して、ENESAP 事業を譲渡することについて決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

１．事業譲渡の理由 

当社は、電力小売りの自由化に伴い家庭向け電力小売市場に参入された小売電気事業者様向けに、業

務効率向上を支援するクラウド型の顧客・需給管理システムである「ENESAP」サービスを提供しており

ます。 

一方、当社グループは、今後の経営戦略として、住宅のライフサイクル全般（設計・メンテナンス・

リフォーム）に対して総合的にサービス提供する事業に経営資源を集中する方針であり、事業領域及び

対象顧客が異なる ENESAP事業を譲渡することが当社グループの企業価値向上に資すると判断いたしまし

た。また、事業譲渡先については、既存顧客に対して現行サービスを継続して提供する能力及び関連サ

ービスの提案力を考慮した結果、小売電気事業者向けに対する各種サービスを積極的に展開し、豊富な

実績を有する SBパワー株式会社を事業譲渡先として選定しております。 

 

２．事業譲渡の概要 

（１）ENESAP事業の内容 

 「ENESAP」サービスは、電力小売りの自由化に伴い家庭向け電力小売市場に参入された小売電気事業

者様に対して、業務効率向上を支援するクラウド型の顧客・需給管理システムです。 

 

（２）ENESAP事業の経営成績 

 ENESAP事業(a) 2019年 12月期連結実績(b) 比 率(a/b) 

売 上 高 236百万円 4,150 百万円 5.7％ 

売 上 総 利 益 40 百万円 1,680 百万円 2.4％ 

営 業 利 益 4 百万円 560百万円 0.8％ 

経 常 利 益 4 百万円 597百万円 0.7％ 



 

（３）ENESAP事業の資産、負債の項目及び金額（2020年 6月 30日現在） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

有 形 固 定 資 産 30,934 該当なし － 

無 形 固 定 資 産 66,157   

合  計 97,092 合  計 － 

 

（４）譲渡価額及び決済方法 

譲渡価格  320百万円 （税抜） 

※譲渡価格については、譲渡相手先と ENESAP 事業の最近の業績および今後の事業環境をもとに、双

方で協議を重ねて算出しており、妥当な価額であると認識しております。  

決済方法  現金取引 

 

３．相手先の概要 

（１） 名 称 SB パワー株式会社 

（２） 所 在 地 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング 

（３） ホームページ U R L https://www.sbpower.co.jp/ 

（４） 代表者の役職・氏名 中野 明彦 

（５） 事 業 内 容 

1.電力の売買業務および売買の仲介業務 

2.電力の供給業務 

3.その他前各号に付帯関連する業務 

（６） 資 本 金 400百万円（2020年 3 月 31 日現在） 

（７） 設 立 年 月 日 2012年 8月 31日 

（８） 純 資 産 4,611 百万円（2020年 3月 31 日現在） 

（９） 総 資 産 15,394百万円（2020年 3月 31 日現在） 

（10） 大株主及び持株比率 ソフトバンク株式会社 100％ 

（11） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 該当なし 

人 的 関 係 該当なし 

取 引 関 係 
低圧の電力調達に係るカスタマーサービス等において協業

しております。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
該当なし 

 

  

https://www.sbpower.co.jp/


４．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2020年 9月 7日 

（２） 契 約 締 結 日 2020年 9月 7日 

（３） 事 業 譲 渡 期 日 2020年 10月 1日（予定） 

（注）本事業譲渡は、会社法第 467 条第１項各号の規定に該当しない事業譲渡であるため、当社株主総

会の決議を要しません。 

 

５．会計処理の概要 

事業譲渡にかかる会計処理は企業結合会計基準上の「譲渡」に該当する見込みです。 

 

６．今後の見通し 

本件事業譲渡に伴う損益影響の詳細につきましては、同日付公表の「業績予想の修正及び特別利益の発

生に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

以 上 

 


